
アンチ・ダンピングに関するＱ＆Ａ

 ここでは説明会や個別相談の際に皆様からよくいただく質問とその回答をご紹介します。

Ｑ7 申請・調査開始に必要な要件について教えてください。
Ａ7 申請に当たっては、輸入品と競合している国内の産品に関して、申請者の生産高が国内総生産高の25％以上を占めている
ことが必要です。単独の国内生産者の生産高が国内総生産高の25％以上であれば、当該単独の国内生産者が申請者となって申
請をすることができますし、そうでない場合であっても、合計の生産高が国内総生産高の25％以上であれば、複数の国内生産者が
共同して連名で申請することも可能です。また、業界団体であっても、当該業界団体内の2以上の構成企業（国内生産者）が、
輸入品と競合している国内の産品を生産しており、その合計生産高が国内総生産高の25％以上を占めていれば、業界団体による
申請もできます。

さらに、申請を受領した政府当局が調査を開始するに当たっては、輸入品と競合している国内の産品に関して、申請を支持する国
内生産者の生産高の合計が、申請に反対する国内生産者の生産高の合計を上回っていることが必要です（申請について支持・反
対のいずれも表明しない国内生産者の生産高は、この比較には含まれません。）。申請者の（合計）生産高が国内総生産高の
50％を超えている場合には、当然にこの要件を満たすため、申請者以外の国内生産者の支持の状況を申請に際して示す必要はあ
りません。また、申請者がこの要件を示すことができない場合には、政府当局において、国内生産者の支持の状況を確認します。

★詳細知りたい方その他の質問をみたい方はこちら

申請者の生産高

国内総生産高
≥ ２５％

申請を支持する国内生産者の生産高 ＞ 申請に反対する国内生産者の生産高

申請時に必要となる要件

調査開始時に必要となる要件

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/trade-remedy/faq/index.html
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